
・
ぐ
ん
ま
信
用
金
庫
本
支
店

・
北
群
馬
信
用
金
庫
本
支
店

・
か
み
つ
け
信
用
組
合
本
支
店

・
郵
便
局
（
全
国
）

▼
問
合
せ
先

役
場
財
務
課
税
務
室

牲
54
・
３
１
１
１
（
内
線
１
３
８
）

地
方
税
制
改
正
に
よ
り
、
平
成
19

年
度
課
税
分
か
ら
国
民
健
康
保
険
税

の
限
度
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税
は
、
加
入
し
て

い
る
人
の
所
得
（
前
年
）
・
資
産
・

人
数
等
に
よ
り
算
出
さ
れ
、
毎
年
税

額
が
変
わ
り
ま
す
。

た
だ
し
、
納
め
る
金
額
に
は
限
度

額
（
上
限
）
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、

こ
の
改
正
で
医
療
分
の
限
度
額
が
53

万
円
か
ら
56
万
円
に
引
き
上
げ
と
な

国

保

平
成
19
年
度
課
税
分
か
ら

国
保
税
の
限
度
額
が
変
わ
り
ま
す

り
ま
す
が
、
介
護
分
の
限
度
額
は
９

万
円
で
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
に
よ
り
、
所
得
な
ど
に
変
わ

り
が
な
い
場
合
、
限
度
額
で
納
め
て

い
た
人
に
つ
い
て
は
最
高
で
３
万
円

の
負
担
増
と
な
り
ま
す
が
、
限
度
額

未
満
の
人
に
つ
き
ま
し
て
は
こ
の
改

正
に
よ
る
税
負
担
の
増
減
は
あ
り
ま

せ
ん
。

４2007.７

国
民
健
康
保
険
税
は
、
加
入
し
て

い
る
人
の
医
療
費
を
賄
う
大
切
な
財

源
で
す
。
保
険
税
は
期
限
内
に
納
め

ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
納
税
に
は
安
全
・
便
利
な

口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
口

座
振
替
の
手
続
き
は
、
通
帳
・
通
帳

届
出
印
・
納
税
通
知
書
を
持
参
の
う

え
、
ご
利
用
に
な
り
た
い
金
融
機
関

ま
た
は
郵
便
局
の
窓
口
で
お
申
込
み

く
だ
さ
い
。

◎
口
座
振
替
取
扱
金
融
機
関

・
群
馬
銀
行
本
支
店

・
北
群
渋
川
農
業
協
同
組
合
本
支
所

・
東
和
銀
行
本
支
店

●
医
療
分

18
年
度

19
年
度

53
万
円
↓
56
万
円

（
３
万
円
引
き
上
げ
）

●
合
計

18
年
度

19
年
度

62
万
円
↓
65
万
円

（
３
万
円
引
き
上
げ
）

限
度
超
過
額

２
万
円

納
め
る
金
額

65
万
円

医療分
１万円

医療分
56万円

介護分
１万円

介護分
９万円

納
め
る
金
額

64
万
円

医療分
56万円

介護分
８万円

限
度
超
過
額

５
万
円

納
め
る
金
額

62
万
円

医療分
４万円

医療分限度超過額
２万円

医療分
53万円

介護分
１万円

介護分
９万円

改正後 改正前 改正後

納
め
る
金
額

61
万
円

医療分
53万円

介護分
８万円

医療分限度超過額
５万円

改正前

納
め
る
金
額

25
万
円

医療分
20万円

介護分
５万円

改正後

＊限度超過額とは、計算された税額のうち、納めない分の金額です。

納
め
る
金
額

25
万
円

医療分
20万円

介護分
５万円

改正前



国

保

国
民
健
康
保
険
証
が
カ
ー
ド
化

保
険
証
が
使
い
や
す
く
な
り
ま
す

10
月
か
ら
国
民
健
康
保
険
証
が
大

き
く
変
わ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は
１

世
帯
に
１
枚
で
し
た
が
、
こ
れ
か
ら

は
１
人
に
１
枚
と
な
り
ま
す
。ま
た
、

保
険
証
の
形
も
小
さ
く
な
り
、
カ
ー

ド
サ
イ
ズ
に
な
り
ま
す
。

▼
新
保
険
証
を
お
届
け
し
ま
す

吉
岡
町
で
は
、
９
月
末
ま
で
に
新

し
い
国
民
健
康
保
険
証
を
お
送
り
し

ま
す
。
現
在
お
持
ち
の
国
民
健
康
保

険
証
は
、
９
月
30
日
ま
で
の
有
効
期

限
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
10
月
か

ら
は
９
月
末
ま
で
に
送
ら
れ
る
カ
ー

ド
型
保
険
証
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

使
い
方
は
こ
れ
ま
で
と
変
わ
り
ま
せ

ん
。
医
療
機
関
で
受
診
す
る
際
は
、

受
診
す
る
人
の
カ
ー
ド
を
受
付
窓
口

に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
保
険
証
の
紛
失
に
ご
注
意
を

保
険
証
が
１
人
１
枚
に
な
る
の

で
、「
家
族
が
旅
行
な
ど
に
保
険
証

を
持
っ
て
出
掛
け
て
い
る
た
め
病
院

に
行
け
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
不
便

さ
が
解
消
さ
れ
ま
す
。
カ
ー
ド
は
持

ち
運
び
や
す
い
反
面
、
紛
失
し
や
す

い
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
保
管
場

所
を
決
め
、
使
用
後
は
元
の
場
所
に

戻
す
習
慣
を
付
け
る
こ
と
も
大
切
で

す
。

年

金

毎
年
手
続
き
が
必
要
で
す

保
険
料
免
除
の
申
請
に
つ
い
て

国
民
年
金
に
は
、
所
得
が
少
な
く

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場

合
に
、
一
定
の
基
準
に
よ
り
保
険
料

が
免
除
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
30
歳
未
満
の
人
に
は
、
保
険

料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
若
年
者
納

付
猶
予
制
度
が
あ
り
ま
す
。

免
除
や
若
年
者
納
付
猶
予
の
申
請

を
す
る
と
、
本
人
・
配
偶
者
お
よ
び

世
帯
主(

若
年
者
納
付
猶
予
で
は
世

帯
主
は
除
か
れ
ま
す)

の
前
年
の
所

得
を
基
準
に
審
査
が
行
わ
れ
、
承
認

さ
れ
る
と
所
得
に
応
じ
て
保
険
料
の

全
部
ま
た
は
一
部
が
免
除(

若
年
者

納
付
猶
予
で
は
全
額
の
納
付
が
猶

予)

さ
れ
ま
す
。

一
部
免
除
に
は
、
４
分
の
３
免
除

（
４
分
の
１
納
付
）、
半
額
免
除
（
半

額
納
付
）、
４
分
の
１
免
除
（
４
分

の
３
納
付
）
が
あ
り
、
所
得
に
応
じ

た
き
め
細
や
か
な
免
除
の
申
請
が
で

き
ま
す
。

た
だ
し
、
４
分
の
３
免
除
、
半
額

免
除
ま
た
は
４
分
の
１
免
除
が
承
認

さ
れ
た
場
合
に
は
、
残
り
の
保
険
料

を
納
め
な
い
と
未
納
と
同
じ
扱
い
に

な
り
ま
す
。

保
険
料
の
免
除
ま
た
は
若
年
者
納

付
猶
予
の
申
請
は
原
則
と
し
て
毎
年

必
要
で
す
。
た
だ
し
、
全
額
免
除
お

よ
び
若
年
者
納
付
猶
予
に
つ
い
て

は
、
翌
年
度
以
降
分
も
あ
ら
か
じ
め

申
請(

継
続
申
請)

す
る
こ
と
が
で
き

ま
す(

失
業
な
ど
に
よ
る
理
由
を
除

く)

。今
ま
で
全
額
免
除
ま
た
は
若
年
者

納
付
猶
予
の
承
認
を
受
け
て
お
り
継

続
申
請
を
し
て
い
な
い
人
、
一
部
免

除
の
承
認
を
受
け
て
い
た
人
は
、
６

月
で
承
認
期
間
が
切
れ
て
い
ま
す
。

引
続
き
免
除
な
ど
を
希
望
す
る
場
合

に
は
申
請
が
必
要
で
す
。
忘
れ
ず
に

役
場
健
康
福
祉
課
保
険
室
へ
申
請
の

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先

役
場
健
康
福
祉
課
保

険
室
牲
54
・
３
１
１
１(

内
線
１
５

５)

▼
資
格
異
動
の
手
続
き
に
は
保
険
証

を
持
参
し
て
く
だ
さ
い

国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
資
格
異

動
（
社
会
保
険
な
ど
へ
の
加
入
）
の

手
続
き
の
際
は
、
異
動
す
る
人
の
保

険
証
を
健
康
福
祉
課
保
険
室
に
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
世
帯
主

の
資
格
異
動
（
世
帯
主
変
更
・
住
所

変
更
・
社
会
保
険
へ
の
加
入
な
ど
）

の
手
続
き
に
は
、
国
民
健
康
保
険
加

入
者
全
員
の
保
険
証
が
必
要
で
す
。

▼
問
合
せ
先

役
場
健
康
福
祉
課
保

険
室
　
牲
54
・
３
１
１
１
（
内
線
１

５
６
）
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